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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートクッションの後部側面に固定される第１連結部材と、
　シートバックの下部側面に固定されて前記第１連結部材に同軸的に相対回転可能に嵌合
される第２連結部材と、
　前記両連結部材の中心に相対回転可能に支持されたヒンジ軸と、
　前記両連結部材の一方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸の半径方向に形成した第１のガ
イド溝に摺動可能に案内されて他方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸と同心的に形成した
円形のラチェットに係脱されるスライドポールと、
　前記一方の連結部材の内面に前記第１のガイド溝に直交して形成した第２のガイド溝に
摺動可能に案内されて前記スライドポールの内端に係合し、前記ヒンジ軸の回転により前
記第２のガイド溝に沿って摺動して前記スライドポールを前記ラチェットに係脱させる作
動カムと、
前記スライドポールが前記ラチェットに係合した状態に保持されるように前記作動カムを
バネ付勢する弾発手段とを備えたリクライニング装置。
【請求項２】
　前記スライドポールの前記作動カム側の対向内端部に前記作動カムの移動方向に離間し
て設けた一対の突起部が前記作動カムの前記スライドポール側の対向端部に同作動カムの
移動方向に離間して設けた一対の係合凹所に係合したとき、前記スライドポールが前記ラ
チェットから離脱し、前記スライドポールの突起部が前記スライドポールの対向端面に係
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合したとき前記スライドポールが前記ラチェットに係合するようにしたことを特徴とする
請求項１に記載のリクライニング装置。
【請求項３】
　前記スライドポールの前記作動カム側の対向内端部に前記作動カムの移動方向に離間し
て設けた一対の係合凹所が前記作動カムの前記スライドポール側の対向端部に同作動カム
の移動方向に離間して設けた一対の突起部に係合したとき、前記スライドポールが前記ラ
チェットから離脱し、前記作動カムの突起部が前記前記スライドポールの対向端面に係合
したとき前記スライドポールが前記ラチェットに係合するようにしたことを特徴とする請
求項１に記載のリクライニング装置。
【請求項４】
　前記両連結部材が円盤状連結部材であって、互いに相対回転可能に嵌合された状態にて
前記シートクッションの後部側面と前記シートバックの下部側面に固定されるようにした
ことを特徴とする請求項１に記載のリクライニング装置。
【請求項５】
　前記両連結部材の内面に周方向にて互いに係合して同連結部材の相対回転を規制する規
制手段を設けたことを特徴とする請求項１に記載のリクライニング装置。
【請求項６】
　シートクッションの後部側面に固定される第１連結部材と、
　シートバックの下部側面に固定されて前記第１連結部材に同軸的に相対回転可能に嵌合
される第２連結部材と、
　前記両連結部材の中心に相対回転可能に支持されたヒンジ軸と、
　前記両連結部材の一方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸の半径方向に形成した一対の第
１のガイド溝に摺動可能に案内されて他方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸と同心的に形
成した円形のラチェットに係脱される一対のスライドポールと、
　前記一方の連結部材の内面に前記第１のガイド溝に直交して形成した第２のガイド溝に
摺動可能に案内されて前記両スライドポールの内端に係合し、前記ヒンジ軸の回転により
前記第２のガイド溝に沿って摺動して前記両スライドポールを前記ラチェットに係脱させ
る作動カムと、
前記両スライドポールが前記ラチェットに係合した状態に保持されるように前記作動カム
をバネ付勢する弾発手段とを備えたリクライニング装置。
【請求項７】
　前記弾発手段を前記第１連結部材と前記作動カムの間に設けたことを特徴とする請求項
１に記載のリクライニング装置。
【請求項８】
　前記弾撥手段が、前記第１連結部材と前記作動カムの間にて前記ヒンジ軸を包囲して設
けた螺旋状のトーションスプリングであることを特徴とする請求項１に記載のリクライニ
ング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リクライニング装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
リクライニング装置の一形式として、シートクッション側およびシートバック側にそれぞ
れ取付けられる一対の連結アーム等の連結部材と、これら両連結部材を支持して支持軸線
回りを中心に相対回転可能とするヒンジ軸と、両連結部材の一方の連結部材側にスライド
可能に組付けられて他方の連結部材側に設けたラチェットに噛合可能なスライドポールと
、スライドポールをスライド動作させてスライドポールのラチェットに対する噛合状態お
よび非噛合状態を選択的に形成する作動カムを備えた形式のリクライニング装置がある。
【０００３】
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かかる形式のリクライニング装置においては、前記噛合状態を形成することにより両連結
部材の相対回転を規制してシートバックをシートクッションに対してロック状態とし、か
つ前記非噛合状態を形成することにより両連結部材の相対回転を許容してシートバックの
シートクッションに対するロック状態を解除するものであり、その一例であるリクライニ
ング装置が、例えば、特開平８－５２０４０号公報に示されている。
【０００４】
しかして、上記した公報に示されているリクライニング装置においては、作動カムがヒン
ジ軸上にこれと一体回転可能に組付けられていて、ヒンジ軸を回転操作することにより作
動カムを回動させ、作動カムをその一方への回動動作によりスライドポールの背部の１箇
所に当接させて押圧して、同スライドポールをラチェット側へ前進させて同ラチェットに
噛合させ、かつ、作動カムのスライドポールに対する押圧状態を保持することにより、ス
ライドポールとラチェットの噛合状態を保持するようになっている。
【０００５】
なお、スライドポールとラチェットの噛合状態を解除するには、作動カムの他方向への回
動動作により作動カムをスライドポールの一部に掛止して、スライドポールをラチェット
側から引き戻して後退させることによりなされる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、上記した公報に示されているリクライニング装置においては、作動カムのス
ライドポールに対する１箇所での押圧状態を保持することにより、スライドポールとラチ
ェットの噛合状態を保持するように構成されている。このため、この状態のリクライニン
グ装置に負荷が作用すると、各連結部材およびスライドポール間のガタによりスライドポ
ールがわずかに回動動作をおこし、スライドポールとラチェットの噛合状態が弱くなると
いう不具合がある。
【０００７】
従って、本発明の目的は、この種形式のリクライニング装置において、負荷の作用下での
スライドポールの回動を防止して、スライドポールとラチェットの噛合状態を強化し、延
いてはリクライニング装置の小型化を図ることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　　本発明は、上記の目的を達成するため、シートクッションの後部側面に固定される第
１連結部材と、シートバックの下部側面に固定されて前記第１連結部材に同軸的に相対回
転可能に嵌合される第２連結部材と、前記両連結部材の中心に相対回転可能に支持された
ヒンジ軸と、前記両連結部材の一方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸の半径方向に形成し
た第１のガイド溝に摺動可能に案内されて他方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸と同心的
に形成した円形のラチェットに係脱されるスライドポールと、前記一方の連結部材の内面
に前記第１のガイド溝に直交して形成した第２のガイド溝に摺動可能に案内されて前記ス
ライドポールの内端に係合し、前記ヒンジ軸の回転により前記第２のガイド溝に沿って摺
動して前記スライドポールを前記ラチェットに係脱させる作動カムと、前記スライドポー
ルが前記ラチェットに係合した状態に保持されるように前記作動カムをバネ付勢する弾発
手段とを備えたリクライニング装置を提供するものである。
【０００９】
　上記のように構成したリクライニング装置においては、
前記一方の連結部材の内面に形成した第１のガイド溝に摺動可能に案内されたスライドポ
ールが、同連結部材の内面に前記第１のガイド溝に直交して形成した第２のガイド溝に摺
動可能に案内された作動カムとの係合により他方の連結部材の内面にヒンジ軸と同心的に
形成した円形のラチェットに係脱され、前記作動カムをバネ付勢する弾発手段によって前
記スライドポールが前記ラチェットに係合した状態に的確に保持される。これにより、前
記スライドポールとラチェットの係合状態が強化され、負荷の作用下でのスライドポール
の回動が確実に防止される。
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【００１９】
　　本発明の実施にあたっては、上記のように構成したリクライニング装置において、
　前記スライドポールの前記作動カム側の対向内端部に前記作動カムの移動方向に離間し
て設けた一対の突起部が前記作動カムの前記スライドポール側の対向端部に同作動カムの
移動方向に離間して設けた一対の係合凹所に係合したとき、前記スライドポールが前記ラ
チェットから離脱し、前記スライドポールの突起部が前記スライドポールの対向端面に係
合したとき前記スライドポールが前記ラチェットに係合するように構成するのが望ましい
。　この実施形態において、作動カムはその非作動時に前記弾発手段のバネ付勢力により
スライドポールの直交方向の一方側に位置していて、スライドポールの両突起部を作動カ
ムの対向端部における嵌合凹所より高い平坦部に位置させている。この状態にて、作動カ
ムはスライドポールを押圧してラチェットに噛合させるとともに、スライドポールに対す
る押圧状態を保持してスライドポールとラチェットとの噛合状態を保持する。この噛合状
態が保持されている間は、両連結部材の相対回転は規制されてシートバックをシートクッ
ションに対してロック状態としており、シートバックの前後方向の回動を規制する。
【００２１】
　上記の噛合状態にあるリクライニング装置において、ヒンジ軸を回転操作すると、作動
カムは弾発手段のバネ付勢力に抗してスライドポールの直交方向の他方側へ移動して、そ
の対向端部の各嵌合凹所をスライドポールの各突起部に対向する部位に位置させる。この
時点で、作動カムのスライドポールに対する押圧作用が解除され、スライドポールはその
各突起部を作動カムの各嵌合凹所に嵌合させてラチェットから後退し、ラチェットに対す
る噛合状態を解除する。すなわち、スライドポールとラチェットは非噛合状態となる。
【００２２】
　スライドポールとラチェットとの非噛合状態は、ヒンジ軸が回転操作されているとき維
持され、両連結部材の相対回転が許容されてシートバックのシートクッションに対するロ
ック状態が解除され、シートバックを前後方向へ回動してその傾斜角度を調整することが
できる。
【００２３】
　　なお、ヒンジ軸の回転操作を解除すると、ヒンジ軸は弾発手段のバネ付勢力により回
転復帰して作動カムをスライドポールの直交方向の一方側へ移動させて、スライドポール
の各突起部を作動カムの各嵌合凹所から平坦部へ乗り上げさせ、スライドポールを押圧し
てラチェットに噛合させるとともに、スライドポールに対する押圧状態を保持してスライ
ドポールとラチェットとの噛合状態を保持する。
【００２４】
　　このように、この実施形態のリクライニング装置においては、作動カムがスライドポ
ールに対して２箇所での押圧状態を保持することにより、スライドポールとラチェットの
噛合状態を保持する。このため、この保持状態においては、リクライニング装置に負荷が
作用しても、各連結部材およびスライドポール間のガタに起因するスライドポールの回動
動作は解消され、１箇所での押圧保持状態に比較して、スライドポールとラチェットとの
噛合強度が強化され、延いては装置の小型化を図ることができる。
【００２６】
　本発明の実施にあたっては、シートクッションの後部側面に固定される第１連結部材と
、シートバックの下部側面に固定されて前記第１連結部材に同軸的に相対回転可能に嵌合
される第２連結部材と、前記両連結部材の中心に相対回転可能に支持されたヒンジ軸と、
前記両連結部材の一方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸の半径方向に形成した一対の第１
のガイド溝に摺動可能に案内されて他方の連結部材の内面に前記ヒンジ軸と同心的に形成
した円形のラチェットに係脱される一対のスライドポールと、前記一方の連結部材の内面
に前記第１のガイド溝に直交して形成した第２のガイド溝に摺動可能に案内されて前記両
スライドポールの内端に係合し、前記ヒンジ軸の回転により前記第２のガイド溝に沿って
摺動して前記両スライドポールを前記ラチェットに係脱させる作動カムと、前記両スライ
ドポールが前記ラチェットに係合した状態に保持されるように前記作動カムをバネ付勢す
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る弾発手段とを備えたリクライニング装置を提供するのが望ましい。この実施形態におい
ては、両スライドポールを１つの作動カムでスライド動作させて同時にラチェットに噛合
させ、両連結部材を強固なロック状態とすることができる。
【００３３】
　なお、本発明の実施にあたっては、前記両連結部材の内面に周方向にて互いに係合して
同連結部材の相対回転を規制する規制手段を設けることが望ましい。この実施形態におい
ては、両連結部材の相対回転の回転範囲を規制でき、特別の部材を用いることなく、リク
ライニング装置のリクライニング動作範囲を所定の範囲に規制することができて、当該リ
クライニング装置の小型化を図ることができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に基づてい説明すると、図１～図３には、本発明に係るリクライニン
グ装置の第１の例が示されている。当該リクライニング装置は、両連結部材として一対の
連結アームを採用しているもので、第１連結アーム１１、第２連結アーム１２、一対の第
１，第２スライドポール１３，１４、作動カム１５、トーションスプリング１６、ヒンジ
軸１７、および操作レバー１８にて構成されている。
【００３５】
第１連結アーム１１および第２連結アーム１２は、互いに重合された状態で両スライドポ
ール１３，１４および作動カム１５を収容し、ヒンジ軸１７上に回転可能に支持された状
態にあり、第１連結アーム１１は図示しないシートクッション側の側部後方に固定され、
かつ、第２連結アーム１２は図示しないシートバック側の側部下方に固定される。
【００３６】
これにより、リクライニング装置はシートバックをシートクッションの後端部にて連結し
、両連結アーム１１，１２がロック状態にあるときには、シートバックをシートクッショ
ンの後端部にて起立状態に支持し、両連結アーム１１，１２のロック状態を解除すること
によりシートバックの前後方向の回動を許容する。
【００３７】
第１連結アーム１１は、図１～図４に示すように、両スライドポール１３，１４および作
動カム１５を収容する収容部１１ａと、シートクッション側の取付部１１ｂを備えている
もので、収容部１１ａには支持孔１１ｃを中心にして、縦方向に延びる第１ガイド溝１１
ｄと、第１ガイド溝１１ｄに直交して横方向に延びる第２ガイド溝１１ｅが形成されてい
る。両ガイド溝１１ｄ，１１ｅは所定幅に形成されていて、第１ガイド溝１１ｄは円形凹
所１１ｆの周縁をわずかに越えて延びており、第２ガイド溝１１ｅは円形凹所１１ｆの周
縁に延びている。
【００３８】
第２連結アーム１２は、図１～図３および図５に示すように、両スライドポール１３，１
４および作動カム１５を収容する収容部１２ａと、シートバック側の取付部１２ｂを備え
ているもので、収容部１２ａには支持孔１２ｃを中心とする円形凹所１２ｄが形成されて
いる。この円形凹所１２ｄは、第１連結アーム１１の円形凹所１１ｆと同軸的に形成され
ていて、支持孔１１ｃ，１２ｃが互いに対向するものである。
【００３９】
第２連結アーム１２の円形凹所１２ｄは、第１連結アーム１１の円形凹所１１ｆと略同径
のもので、円形凹所１２ｄの周縁部には円形状に歯部が形成されている。これにより、円
形凹所１２ｄの周縁部はラチェット１２ｅに構成されている。
【００４０】
第１スライドポール１３および第２スライドポール１４は所定幅で所定厚みのプレート状
の同一形状を呈するもので、図６に示すように、その先端部が円弧状の歯部１３ａ，１４
ａに形成されており、かつ、その背部は平坦部１３ｂ，１４ｂに形成されていて、その各
端部に角錐状の一対の突起部１３ｃ，１４ｃが形成されている。
【００４１】
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各スライドポール１３，１４の厚みは、第１連結アーム１１の第１ガイド溝１１ｄと第２
連結アーム１２の円形凹所１２ｄ間に丁度収容されて、スライド動作が許容される厚みに
形成され、かつ各スライドポール１３，１４の幅は、第１連結アーム１１の第１ガイド溝
１１ｄに丁度収容されて、スライド動作が許容される幅に形成されている。また、各スラ
イドポール１３，１４の先端部の歯部１３ａ，１４ａは、第２連結アーム１２に設けたラ
チェット１２ｅに噛合、離脱可能に形成され、かつ、背部の各突起部１３ｃ，１４ｃは、
各スライドポール１３，１４がラチェット１２ｅに噛合した状態で、第１連結アーム１１
の第２ガイド溝１１ｅに臨む高さに形成されている。
【００４２】
作動カム１５は、所定幅で所定厚みのプレート状の長方形のもので、図６に示すように、
その中央部に横方向に延びる長孔１５ａが形成され、かつ、その各スライドポール１３，
１４に対向する平坦な対向端部には一対の嵌合凹所１５ｂ，１５ｃが形成されている。ま
た、作動カム１５の長孔１５ａにおける長さ方向の中間縁部には係合孔１５ｄが形成され
ている。
【００４３】
作動カム１５の厚みは、第１連結アーム１１の第２ガイド溝１１ｅと第２連結アーム１２
の円形凹所１２ｄ間に丁度収容されて、移動動作が許容される厚みに形成され、かつ作動
カム１５の幅は、第１連結アーム１１の第２ガイド溝１１ｅに丁度収容されて、移動動作
が許容される幅に形成されている。また、作動カム１５の長孔１５ａは、挿入されたヒン
ジ軸１７が回転可能かつ移動可能な大きさに形成されている。また、作動カム１５の各嵌
合凹所１５ｂ，１５ｃは、各スライドポール１３，１４の各突起部１３ｃ，１４ｃが嵌合
し、かつ離脱する形状および大きさに形成されている。作動カム１５の係合孔１５ｄは、
ヒンジ軸１７の外周に設けた係合爪１７ａが係合する形状および大きさに形成されている
。
【００４４】
当該リクライニング装置においては、第１連結アーム１１の第１ガイド溝１１ｄに両スラ
イドポール１３，１４を収容するとともに、作動カム１５を第２ガイド溝１１ｅに収容し
て両スライドポール１３，１４間に位置させた状態で、第１連結アーム１１と第２連結ア
ーム１２を重合して、両スライドポール１３，１４および作動カム１５をさらに第２連結
アーム１２の円形凹所１２ｄにも収容する。
【００４５】
　この状態で、図１に示すように、第１連結アーム１１を上側取付部材１９ａを介して第
２連結アーム１２に回動可能に取付け、かつ、第２連結アーム１２を下側取付部材１９ｂ
を介して第１連結アーム１１に回動可能に取付け、各支持孔１１ｃ、１２ｃおよび作動カ
ム１５の長孔１５ａにヒンジ軸１７を挿通して支持する。ヒンジ軸１７は、その係合爪１
７ａを作動カム１５の係合孔１５ｄに係合させることにより、作動カム１５に連結する。
【００４６】
かかる組付状態にあるヒンジ軸１７には、その先端側に支持部材１９ｃが嵌着されていて
、この支持部材１９ｃは図１～図３に示すように第１連結アーム１１の外側面に固定され
て、各構成部材１１～１５のヒンジ軸１７からの抜け止めを図り、かつ、トーションスプ
リング１６の掛止部１９ｄを形成している。トーションスプリング１６は、その内端にて
ヒンジ軸１７の先端に掛止され、かつ、その外端にて掛止部１９ｄに掛止されている。ト
ーションスプリング１６はその付勢力にて、ヒンジ軸１７を図６（ａ）に示すように、作
動カム１５の長孔１５ａの中央部に位置させている。なお、ヒンジ軸１７の先端には、操
作レバー１８が固着されている。
【００４７】
このように構成したリクライニング装置においては、ヒンジ軸１７がトーションスプリン
グ１６の付勢力にて作動カム１５の長孔１５ａの中央部に位置し、作動カム１５を中央部
に位置させている。この状態では、各スライドポール１３，１４の各突起部１３ｃ，１４
ｃが作動カム１５の各平坦部に位置して、作動カム１５は各スライドポール１３，１４を
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押圧してラチェット１２ｅ側へスライドさせて、図６（ａ）に示すようにラチェット１２
ｅに噛合させているとともに、この噛合状態を保持している。このため、第１連結アーム
１１と第２連結アーム１２とは相対回転を規制されていて、シートバックをシートクッシ
ョンに対してロック状態として、シートバックの前後方向の回動を規制する。
【００４８】
この状態にあるリクライニング装置において、操作レバー１８をトーションスプリング１
６に抗して回動操作すると、ヒンジ軸１７は図６（ａ）の図示時計方向に回転する。ヒン
ジ軸１７は、操作レバー１８の回動操作により、図６（ａ）に示す状態から同図（ｂ）に
示す状態を経て同図（ｃ）に示す状態まで回転し、この間、作動カム１５は図６（ａ）の
矢印方向へ移動して、長孔１５ａの図示左端部がヒンジ軸１７に当接してその移動を規制
される。
【００４９】
この結果、各スライドポール１３，１４の各突起部１３ｃ，１４ｃが作動カム１５の各嵌
合凹所１５ｂ，１５ｃに対向する。この時点で、作動カム１５の各スライドポール１３，
１４に対する押圧作用が解除され、各スライドポール１３，１４はその各突起部１３ｃ，
１４ｃを各嵌合凹所１５ｂ，１５ｃに嵌合させてラチェット１２ｅから後退し、ラチェッ
ト１２ｅに対する噛合状態を解除する。すなわち、各スライドポール１３，１４とラチェ
ット１２ｅとは、図６（ｃ）に示すように非噛合状態となる。
【００５０】
各スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとの非噛合状態は、操作レバー１８の回
動操作状態を保持している間保持される。この間は、両連結アーム１１，１２の相対回転
が許容されてシートバックのシートクッションに対するロック状態が解除され、シートバ
ックを前後方向へ回動してその傾斜角度を調整することができる。
【００５１】
その後、操作レバー１８の回動操作状態を解除すると、ヒンジ軸１７はトーションスプリ
ング１６の付勢力により回転復帰し、この間、作動カム１５は図６（ｃ）の矢印方向へ移
動して、各スライドポール１３，１４の各突起部１３ｃ，１４ｃを作動カム１５の各嵌合
凹所１５ｂ，１５ｃから平坦部へ乗り上げさせる。これにより、作動カム１５は、各スラ
イドポール１３，１４を押圧してスライド動作させてラチェット１２ｅに噛合させるとと
もに各スライドポール１３，１４に対する押圧状態を保持して、各スライドポール１３，
１４とラチェット１２ｅとの噛合状態を保持する。
【００５２】
ところで、当該リクライニング装置においては、作動カム１５は各スライドポール１３，
１５に対して各突起部１３ｃ，１４ｃの２箇所での押圧状態を保持することにより、各ス
ライドポール１３，１４とラチェット１２ｅの噛合状態を保持するようにしている。この
ため、この保持状態によれば、たとえリクライニング装置に負荷が作用しても、各連結ア
ーム１１，１２および各スライドポール１３，１４間のガタによる各スライドポール１３
，１４の回転動作が規制され、各スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとの噛合
状態に対する影響が１箇所での押圧保持状態に比較して極めて小さく、各スライドポール
１３，１４とラチェット１２ｅとを強固な噛合状態に維持できる。
【００５３】
また、当該リクライニング装置においては、第１連結アーム１１に、各スライドポール１
３，１４をラチェット１２ｅ側に案内する第１ガイド溝１１ｄと、第１ガイド溝１１ｄに
直交し作動カム１５を各スライドポール１３，１４に対して直交状に案内する第２ガイド
溝１１ｅを設けているため、各スライドポール１３，１４のスライド動作、および作動カ
ム１５の直交方向の移動動作を円滑にすることができる。
【００５４】
また、当該リクライニング装置においては、作動カム１５に各スライドポール１３，１４
の直交方向に延びてヒンジ軸１７が挿入される長孔１５ａを形成し、かつ、ヒンジ軸１７
の外周に作動カム１５の長孔１５ａの縁部に設けた係合部１５ｄに係合する係合爪１７ａ
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を設けて、これら両者１５ｄ，１７ａの係合により作動カム１５をヒンジ軸１７に連結し
ているため、ヒンジ軸１７の回転動作による作動カム１５の直交方向の移動動作を円滑に
することができる。
【００５５】
また、当該リクライニング装置においては、２つのスライドポール１３，１４を第１連結
アーム１１の第１ガイド溝１１ｄに所定間隔を保持して直列的に配置して、これら両スラ
イドポール１３，１４の間に作動カム１５を直交状に配置し、さらには、作動カム１５の
各スライドポール１３，１４に対向する２つの対向端部のそれぞれに、各スライドポール
１３，１４に設けた各突起部１３ｃ，１４ｃが嵌合する嵌合凹所１５ｂ，１５ｃを設けて
いるため、両スライドポール１３，１４を１つの作動カム１５でスライド動作させて同時
にラチェット１２ｅに噛合させ、両連結アーム１１，１２を強固なロック状態とすること
ができる。
【００５６】
図７には本発明に係るリクライニング装置の第２の例が示され、かつ、図８にはその主要
部が示されている。これら各図は、図２および図６に対応するもので、当該リクライニン
グ装置においては、第１の例に係るリクライニング装置に動作伝達部材である動作伝達プ
レート２１を付加しているものである。動作伝達プレート２１は、作動カム１５の移動動
作を各スライドポール１３，１４のスライド動作に変換して、各スライドポール１３，１
４に伝達すべく機能する。
【００５７】
動作伝達プレート２１は、略長方形のプレート本体２１ａの中央部における両側に取付部
２１ｂを備えているとともに、両先端部にカム孔２１ｃを備えているもので、両取付部２
１ｂにて作動カム１５に固定されている。各カム孔２１ｃは、プレート本体２１ａの先端
側へ傾斜して延びる傾斜部とその先端から横方向に延びる水平部とかるなる屈折して延び
る形状に形成されている。一方、各スライドポール１３，１４には、中央部より作動カム
１５側に係合ピン１３ｄ，１４ｄが一体的に形成されている。係合ピン１３ｄ，１４ｄは
、カム孔２１ｃと一体でカム機構を構成するもので、カム孔２１ｃに移動可能に挿入され
ている。
【００５８】
係合ピン１３ｄ，１４ｄとカム孔２１ｃの位置関係は、作動カム１５がスライドポール１
３，１４を押圧してスライド動作させてラチェット１２ｅに噛合させている状態にある場
合には、図８（ａ）に示すように、係合ピン１３ｄ，１４ｄがカム孔２１ｃの水平部に位
置し、かつ、作動カム１５がスライドポール１３，１４に対する押圧を解除してスライド
ポール１３，１４とラチェット１２ｅが非噛合状態にある場合には、同図（ｃ）に示すよ
うに、係合ピン１３ｄ，１４ｄがカム孔２１ｃの傾斜部に位置するように設定されている
。
【００５９】
かかる構成のリクライニング装置においては、操作レバー１８の回動操作によりヒンジ軸
１７が回転して、作動カム１５が各スライドポール１３，１４に対して直交方向に移動す
る。作動カム１５の移動により、これと一体に動作伝達プレート２１が移動し、動作伝達
プレート２１のカム作用により、作動カム１５の移動動作に連動して各スライドポール１
３，１４がスライド動作する。
【００６０】
すなわち、作動カム１５が図８（ａ）の矢印方向へ移動する場合には、動作伝達プレート
２１のカム孔２１ｃが係合ピン１３ｄ，１４ｄに係合してスライドポール１３，１４を作
動カム１５側へ引き戻し、スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとの噛合状態を
解除する。また、作動カム１５が同図（ｃ）の矢印方向へ移動する場合には、動作伝達プ
レート２１のカム孔２１ｃが係合ピン１３ｄ，１４ｄに係合してスライドポール１３，１
４をラチェット１２ｅ側へ押し戻し、スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとを
噛合状態とする。
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【００６１】
従って、当該リクライニング装置によれば、各スライドポール１３，１４が動作伝達プレ
ート２１のカム作用により、作動カム１５の移動動作に応答してスライド動作してラチェ
ット１２ｅとの噛合状態、および非噛合状態を形成することから、各スライドポール１３
，１４とラチェット１２ｅとの噛合、離脱、および噛合状態の保持を一層確実なものとす
ることができる。
【００６２】
図９には、本発明に係るリクライニング装置の第３の例が示されている。同図は、図６お
よび図８に対応するもので、当該リクライニング装置においては、動作伝達部材として動
作伝達プレート２２を採用しているもので、動作伝達プレート２２は、各スライドポール
１３，１４および作動カム１５に対してはカム機構を介して連結されている。
【００６３】
作動カム１５は、図１０に示すように、長孔１５ａを挟んだ上下の部位にて一体的に形成
された一対の支持ピン１５ｅ，１５ｆを備え、長孔１５ａの周縁の係合孔１５ｄを備えて
はいない。一方、動作伝達プレート２２は、図１１に示すように、中央部に角状の連結孔
２２ａを備えているもので、連結孔２２ａを挟んだ各先端側にカム孔２２ｂ，２２ｃが形
成され、かつ、連結孔２２ａと上側のカム孔２２ｂとの間には円形孔２２ｄが、連結孔２
２ａと下側のカム孔２２ｃとの間には円弧状の長孔２２ｅが形成されている。
【００６４】
動作伝達プレート２２は、その中央部の連結孔２２ａにヒンジ軸１７を挿入した状態でヒ
ンジ軸１７に一体回転可能に連結され、かつ、円形孔２２ｄおよび長孔２２ｅに作動カム
１５の各支持ピン１５ｅ，１５ｆを挿入した状態で作動カム１５に連結されている。
【００６５】
動作伝達プレート２２の各カム孔２２ｂ，２２ｃは、傾斜部と水平部とを備えたもので、
連結孔２２ａを中心とする同一円周上に位置して、円周方向に同一形状で延びている。こ
れらの各カム孔２２ｂ、２２ｃには、各スライドプレート１３，１４の係合ピン１３ｄ，
１４ｄが挿入されている。
【００６６】
かかる構成のリクライニング装置においては、操作レバー１８の回動操作によりヒンジ軸
１７が回転し、動作伝達プレート２２がヒンジ軸１７を中心に回動して作動カム１５の支
持ピン１５ｅに移動力を付与する。これにより、作動カム１５は支持ピン１５ｆと動作伝
達プレート２２の円弧状長孔２２ｃとの作用により、各スライドポール１３，１４に対し
て直交方向に移動する。この作動カム１５の移動作用と動作伝達プレート２２のカム作用
により、各スライドポール１３，１４がスライド動作する。
【００６７】
すなわち、作動カム１５が図９（ａ）の矢印方向へ移動する場合には、動作伝達プレート
２２のカム孔２２ｂ，２２ｃが係合ピン１３ｄ，１４ｄに係合してスライドポール１３，
１４を作動カム１５側へ引き戻し、スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとの噛
合状態を解除する。また、作動カム１５が図９（ｃ）の矢印方向へ移動する場合には、動
作伝達プレート２２のカム孔２２ｂ，２２ｃが係合ピン１３ｄ，１４ｄに係合してスライ
ドポール１３，１４をラチェット１２ｅ側へ押し戻し、スライドポール１３，１４とラチ
ェット１２ｅとを噛合状態とする。
【００６８】
従って、当該リクライニング装置によれば、各スライドポール１３，１４は動作伝達プレ
ート２２を介してスライド動作してラチェット１２ｅとの噛合状態、および非噛合状態を
形成することから、各スライドポール１３，１４とラチェット１２ｅとの噛合、離脱、お
よび噛合状態の保持を一層確実なものとすることができる。
【００６９】
図１２～図１４には、本発明に係るリクライニング装置の第４の例が示されてる。当該リ
クライニング装置は、両連結部材として円盤状連結部材を採用しているもので、第１の例
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に係るリクライニング装置とは、各スライドポールと作動カムとの係合手段、作動カムと
ヒンジ軸との連結手段を異にしているものであり、この点および両連結部材が円盤状連結
部材である点を除き、第１の例に係るリクライニング装置と実質的に同様に構成されてい
る。従って、当該リクライニング装置においては、第１の例に係るリクライニング装置と
同一または類似の構成部材については、３０番台の類似の符号を付してその詳細な説明を
省略する。
【００７０】
当該リクライニング装置において、各円盤状連結部材のうちの第１円盤状部材３１が第１
連結アーム１１に対応し、かつ、第２円盤状部材３２が第２連結アーム１２に対応する。
第１円盤状部材３１においては、その内面側が円形凹所３１ａに形成されていて、円形凹
所３１ａ内に第１ガイド溝３１ｂと第２ガイド溝３１ｃが形成されている。第２円盤状部
材３２においては、その内面側が円形凹所３２ａに形成されていて、円形凹所３２ａの内
周にラチェット３２ｂが形成されている。
【００７１】
第２円盤状連結部材３２は、第１円盤状連結部材３１の円形凹所３１ａに回転可能に嵌合
しており、この嵌合状態においては、第２円盤状連結部材３２の外周に設けた係合突起部
３２ｃが第１円盤状連結部材３１に設けた係合凹所３１ｄ内に位置している。係合突起部
３２ｃは、両円盤状連結部材３１，３２の相対回転時に係合凹所３１ｄの段部に係合して
、同方向のそれ以上の相対回転を規制すべく機能する。両円盤状連結部材３１，３２は、
円環状のブラケット３９ａにて挟持されて互いに結合している。
【００７２】
各スライドポール３３，３４および作動カム３５は、嵌合状態にある両円盤状連結部材３
１，３２の両円形凹所３１ａ，３２ａ内に収容されていて、各スライドポール３３，３４
は第１円盤状連結部材３１の第１ガイド溝３１ｂにスライド可能に収容され、かつ、作動
カム３５は第１円盤状連結部材３１の第２ガイド溝３１ｃにて両スライドポール１３，１
４間に位置し、両スライドポール１３，１４に対して直交方向に移動可能となっている。
【００７３】
　　各スライドポール３３，３４の作動カム３５に対する対向面側には、両突起部３３ａ
間、両突起部３４ａ間に係合凹所３３ｂ，３４ｂが形成されており、一方、作動カム３５
の両嵌合凹所３５ａ間、両嵌合凹所３５ｂ間に係合突起部３５ｃ，３５ｄが形成されてい
る。作動カム３５の各係合突起部３５ｃ，３５ｄは、作動カム３５が図１２（ａ）に示す
非作動の状態では各スライドポール３３，３４の係合凹所３３ｂ，３４ｂとは非係合状態
にあって、各スライドポール３３，３４を第２円盤状連結部材３２のラチェット３２ｂに
噛合させており、図示右方へ移動することにより、各スライドポール３３，３４の係合凹
所３３ｂ，３４ｂに漸次係合して、同図（ｂ）に示すように、各スライドポール３３，３
４を引き戻してラチェット３２ｂから離間させる。
【００７４】
作動カム３５とヒンジ軸３７とは、連結機構を介して互いに連結されている。連結機構は
、作動カム３５に設けた連結穴３５ｅと、ヒンジ軸３７上に一体に設けた連結アーム３７
ａとからなるもので、連結アーム３７ａはヒンジ軸３７が両円盤状連結部材３１，３２お
よび作動カム３５を貫通している状態で、連結穴３５ｅ内に位置して連結穴３５ｅの内周
に連結している。この連結状態においては、ヒンジ軸３７は、図示時計方向への回転によ
り作動カム３５を図１２（ａ）に示す位置から右方へ移動させ、かつ、図示反時計方向へ
の回転により作動カム３５を図１２（ｂ）に示す位置から左方へ移動させる。
【００７５】
なお、図１３および図１４において、符号３６はヒンジ軸３７を付勢するトーションスプ
リングであり、ヒンジ軸３７を介して作動カム３５を図１２の図示左方へ付勢している。
また、符号３９ｂ，３９ｃは、シートのクッションフレーム、バックフレームであり、第
１円盤状連結部材３１はクッションフレーム３９ｂ側に取付けられ、かつ、第２円盤状連
結部材３２はバックフレーム３９ｃ側に取付けられる。
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【００７６】
かかる構成のリクライニング装置においては、図示しない操作レバーを回動操作すること
により、ヒンジ軸３７が図示時計方向へ回転して、作動カム３５を図１２（ａ）に示す位
置から同図（ｂ）に示す位置へ移動させて、各スライドポール３３，３４を噛合状態にあ
るラチェット３２ｂから離間させて両円盤状連結部材３１，３２間の相対回転を可能とす
る。また、操作レバーの回動操作を解除することにより、ヒンジ軸３７が図示反時計方向
へ回転して、作動カム３５を図１２（ｂ）に示す位置から同図（ａ）に示す位置へ移動さ
せて、各スライドポール３３，３４をラチェット３２ｂに噛合させて両円盤状連結部材３
１，３２間の相対回転を規制する。かかる作動は、第１のリクライニング装置と同様であ
って、第１の例に係るリクライニング装置と同様の作用効果を発揮する。
【００７７】
ところで、当該リクライニング装置においては、作動カム３５の動作を各スライドポール
３３，３４に伝達する動作伝達手段として、作動カム３５に設けた係合突起部３５ｃ，３
５ｄとスライドポール３３，３４に設けた係合凹所３３ｂ，３４ｂとの係合手段を採用し
て、作動カム３５の移動に応じて、作動カム３５の係合突起部３５ｃ，３５ｄをスライド
ポール３３，３４の係合凹所３３ｂ，３４ｂに漸次係合してスライドポール３３，３４を
漸次スライドさせる構成としている。このため、各スライドポール３３，３４のラチェッ
ト３２ｂに対する噛合および離間動作を的確に行うことができる。
【００７８】
また、当該リクライニング装置においては、両円盤状連結部材３１，３２を、互いに同軸
的で相対回転可能に嵌合する構成にして、これら両円盤状連結部材３１，３２間に周方向
にて互いに当接して互いの相対回転を規制する係合凹所３１ｄおよび係合突起部３２ｃを
設けている。この規制手段により、両円盤状連結部材３１，３２の相対回転の回転範囲を
規制でき、特別の部材を用いることなく、リクライニング装置のリクライニング動作範囲
を所定の範囲に規制することができて、リクライニング装置の小型化を図ることができる
。
【００７９】
図１５には、本発明に係るリクライニング装置の第５の例が示されている。当該リクライ
ニング装置においては、構成部材として、各円盤状連結部材３１，３２、各スライドポー
ル３３，３４、作動カム３５を採用している点で、第４の例に係るリクライニング装置と
は基本構成を同じくするものであり、作動カム３５とヒンジ軸３７の連結手段、およびト
ーションスプリング３６の配設部位において第４の例に係るリクライニング装置とは相違
する。
【００８０】
当該リクライニング装置においては、作動カム３５とヒンジ軸３７の連結手段として、ヒ
ンジ軸３７とは独立した連結アーム３７ｂを採用している。連結アーム３７ｂは、円筒状
軸部３７ｂ1の外周にアーム部３７ｂ2を突設してなるもので、円筒状軸部３７ｂ1をヒン
ジ軸３７上にスプライン嵌合させることにより、ヒンジ軸３７に一体に組付けられている
。連結アーム３７ｂにおいては、この組付状態においては、アーム部３７ｂ2が作動カム
３５の連結穴３５ｅ内に位置し、軸部３７ｂ1は第１円盤状連結部材３１の中央部の貫通
穴３１ｅを貫通してブッシュを兼ねている。トーションスプリング３６は、第１円盤状連
結部材３１とアーム部３７ｂ2間にて軸部３７ｂ1上に配設されている。なお、符号３８は
操作レバーを示している。
【００８１】
かかる構成のリクライニング装置においては、第４の例に係るリクライニング装置と同様
に機能するが、作動カム３５を付勢するトーションスプリング３６を機構内に内蔵化でき
て小型化およびサブアッセンブリ化が可能であって、組付作業性を向上させることができ
る。また、ヒンジ軸３７を左右に長尺に形成して左右のリクライニング装置の同期化を図
るコネクティングロッドとして機能させることができ、コネクティングロッドの取付けが
容易となり、この点からも組付作業性を向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の例に係るリクライニング装置の一部を切欠いた正面図である。
【図２】同リクライニング装置における図１の矢印２－２線方向の縦断側面図である。
【図３】同リクライニング装置における図１の矢印３－３線方向の横断平面図　である。
【図４】同リクライニング装置を構成する第１連結アームの内側面図である。
【図５】同リクライニング装置を構成する第２連結アームの内側面図である。
【図６】作動カムの作動状態を説明する同リクライニング装置の主要構成部を示す模式図
（ａ），（ｂ），（ｃ）である。
【図７】本発明の第２の例に係るリクライニング装置の図２に対応する縦断側面図である
。
【図８】作動カムの作動状態を説明する同リクライニング装置の主要構成部を示す図６に
対応する模式図（ａ），（ｂ），（ｃ）である。
【図９】本発明の第３の例に係るリクライニング装置を構成する作動カムの作動状態を説
明する同リクライニング装置の主要構成部を示す図６に対応する模式図（ａ），（ｂ），
（ｃ）である。
【図１０】同リクライニング装置を構成する作動カムの正面図（ａ）、および縦断側面図
（ｂ）である。
【図１１】同リクライニング装置を構成する動作伝達プレートの正面図（ａ）、および縦
断側面図（ｂ）である。
【図１２】本発明の第４の例に係るリクライニング装置を構成する作動カムの作動状態を
説明する同リクライニング装置の主要構成部を示す図６に対応する模式図（ａ），（ｂ）
である。
【図１３】同リクライニング装置における図１２（ａ）の矢印４－４線方向の縦断側面図
である。
【図１４】同リクライニング装置における図１２（ａ）の矢印５－５線方向の横断平面図
である。
【図１５】本発明の第５の例に係るリクライニング装置の縦断側面図である。
【符号の説明】
１１…第１連結アーム、１１ａ…収容部、１１ｂ…取付部、１１ｃ…支持孔、１１ｄ…第
１ガイド溝、１１ｅ…第２ガイド溝、１１ｆ…円形凹所、１２…第２連結アーム、１２ａ
…収容部、１２ｂ…取付部、１２ｃ…支持孔、１２ｄ…円形凹所、１２ｅ…ラチェット、
１３，１４…スライドポール、１３ａ，１４ａ…歯部、１３ｂ，１４ｂ…平坦部、１３ｃ
，１４ｃ…突起部、１３ｄ，１４ｄ…係合ピン、１５…作動カム、１５ａ…長孔、１５ｂ
，１５ｃ…嵌合凹所、１５ｄ…係合孔、１５ｅ，１５ｆ…支持ピン、１６…トーションス
プリング、１７…ヒンジ軸、１７ａ…係合爪、１８…操作レバー、１９ａ…上側取付部材
、１９ｂ…下側取付部材、１９ｃ…支持部材、１９ｄ…掛止部、２１，２２…動作伝達プ
レート、２１ａ…プレート本体、２１ｂ…取付部、２１ｃ…カム孔、２２ａ…連結孔、２
２ｂ，２２ｃ…カム孔、２２ｄ…円形孔、２２ｅ…長孔、３１…第１円盤状部材、３１ａ
…円形凹所、３１ｂ…第１ガイド溝、３１ｃ…第２ガイド溝、３１ｄ…係合凹所、３１ｅ
…貫通穴、３２…第２円盤状部材、３２ａ…円形凹所、３２ｂ…ラチェット、３２ｃ…係
合突起部、３３，３４…スライドポール、３３ａ，３４ａ…突起部、３３ｂ，３４ｂ…係
合凹所、３５…作動カム、３５ａ，３５ｂ…嵌合凹所、３５ｃ，３５ｄ…係合突起部、３
５ｅ…連結穴、３６…トーションスプリング、３７…ヒンジ軸、３７ａ，３７ｂ…連結ア
ーム、３７ｂ1…軸部、３７ｂ2…アーム部、３８…操作レバー、３９ａ…ブラケット、３
９ｂ…クッションフレーム、３９ｃ…バックフレーム。
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